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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御部と記憶部とを少なくとも備える経路探索サーバ、および、当該経路探索サーバに
ネットワークを介して通信可能に接続された位置検出部と表示部と音声出力部と制御部と
を少なくとも備える端末装置を備えたナビゲーションシステムであって、
　上記経路探索サーバの上記記憶部は、
　交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報
記憶手段と、
　案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点にて
出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、
を備え、
　上記経路探索サーバの上記制御部は、
　上記端末装置から送信される少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を満たす
上記出発地から上記目的地までの上記案内経路を、上記経路探索情報記憶手段に記憶され
た上記経路探索情報を用いて探索し、探索した上記案内経路と、当該案内経路に対応する
上記案内地点記憶手段に記憶された上記案内地点および上記音声データとを、経路案内デ
ータとして上記端末装置へ送信する経路探索手段
を備えており、
　上記端末装置の上記制御部は、
　上記経路探索サーバから送信される上記経路案内データを受信する受信手段と、
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　上記位置検出部にて検出された当該端末装置の現在位置を取得する現在位置取得手段と
、
　上記受信手段にて受信した上記案内経路と、上記現在位置取得手段にて取得した上記現
在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を上記表示部に表示する地図表示
手段と、
　上記受信手段にて受信した上記案内地点のうち上記現在位置から次の上記案内地点へ前
後の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示画面に
重畳させて上記表示部に表示する矢印表示手段と、
　上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示
手段にて表示した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記次の上記案内地点
を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を、上記地図表
示画面に重畳させて上記表示部に表示する案内地点表示手段と、
　上記案内地点表示手段にて表示した上記音声案内箇所表示記号に対応する上記音声デー
タを、上記音声出力部を介して出力することにより、上記音声案内を実行する音声案内出
力手段と、
を備えたことを特徴とする、ナビゲーションシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　上記端末装置の上記制御部は、
　上記現在位置取得手段にて取得した上記現在位置から上記次の上記案内地点までの距離
が所定距離内にある場合、上記音声案内箇所表示記号の表示態様を変更する表示態様変更
手段
を更に備えたことを特徴とする、ナビゲーションシステム。
【請求項３】
　請求項２に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　上記表示態様変更手段は、
　上記音声案内出力手段にて上記音声出力部を介して上記音声案内を実行する際、上記音
声案内箇所表示記号の上記表示態様を変更することを特徴とする、ナビゲーションシステ
ム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載のナビゲーションシステムにおいて、
　上記端末装置の上記制御部は、
　上記音声案内出力手段にて上記音声出力部を介して出力される上記音声データの音声出
力態様を変更する音声出力態様変更手段
を更に備えたことを特徴とする、ナビゲーションシステム。
【請求項５】
　請求項４に記載のナビゲーションシステムにおいて、
　上記音声出力態様変更手段は、
　上記表示態様変更手段にて変更した上記音声案内箇所表示記号の上記表示態様に応じて
、上記音声案内出力手段にて上記音声出力部を介して出力される上記音声データの上記音
声出力態様を変更することを特徴とする、ナビゲーションシステム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載のナビゲーションシステムにおいて、
　上記案内地点表示手段は、
　上記音声案内箇所表示記号を上記表示部に表示する際、上記現在位置表示記号および／
または上記進行方向表示矢印記号と、当該音声案内箇所表示記号とが重ならないよう表示
することを特徴とする、ナビゲーションシステム。
【請求項７】
　交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報
記憶手段と、
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　案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点にて
出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、
　少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地ま
での上記案内経路を、上記経路探索情報記憶手段に記憶された上記経路探索情報を用いて
探索し、探索した上記案内経路と、当該案内経路に対応する上記案内地点記憶手段に記憶
された上記案内地点および上記音声データとを、経路案内データとして生成する経路探索
手段と、
　位置検出部にて検出された現在位置を取得する現在位置取得手段と、
　上記経路探索手段にて生成した上記案内経路と、上記現在位置取得手段にて取得した上
記現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を表示部に表示する地図表示
手段と、
　上記経路探索手段にて生成した上記案内地点のうち上記現在位置から次の上記案内地点
へ前後の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示画
面に重畳させて上記表示部に表示する矢印表示手段と、
　上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示
手段にて表示した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記次の上記案内地点
を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を、上記地図表
示画面に重畳させて上記表示部に表示する案内地点表示手段と、
　上記案内地点表示手段にて表示した上記音声案内箇所表示記号に対応する上記音声デー
タを、音声出力部を介して出力することにより、上記音声案内を実行する音声案内出力手
段と、
を備えたことを特徴とする、ナビゲーションシステム。
【請求項８】
　経路探索サーバにネットワークを介して通信可能に接続された、位置検出部と表示部と
音声出力部と制御部とを少なくとも備える端末装置であって、
　上記制御部は、
　少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を上記経路探索サーバへ送信する経路
探索条件送信手段と、
　上記経路探索サーバから送信される、上記経路探索条件送信手段にて送信された上記経
路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地までの案内経路と、当該案内経路上の各交
差点に設定された音声案内を実行する案内地点および当該案内地点にて出力される音声デ
ータとを含む経路案内データを受信する受信手段と、
　上記位置検出部にて検出された当該端末装置の現在位置を取得する現在位置取得手段と
、
　上記受信手段にて受信した上記案内経路と、上記現在位置取得手段にて取得した上記現
在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を上記表示部に表示する地図表示
手段と、
　上記受信手段にて受信した上記案内地点のうち上記現在位置から次の上記案内地点へ前
後の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示画面に
重畳させて上記表示部に表示する矢印表示手段と、
　上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示
手段にて表示した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記次の上記案内地点
を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を、上記地図表
示画面に重畳させて上記表示部に表示する案内地点表示手段と、
　上記案内地点表示手段にて表示した上記音声案内箇所表示記号に対応する上記音声デー
タを、上記音声出力部を介して出力することにより、上記音声案内を実行する音声案内出
力手段と、
を備えたことを特徴とする、端末装置。
【請求項９】
　位置検出部と表示部と音声出力部とを少なくとも備える端末装置にネットワークを介し
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て通信可能に接続された、制御部と記憶部とを少なくとも備える経路探索サーバであって
、
　上記記憶部は、
　交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報
記憶手段と、
　案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点にて
出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、
を備え、
　上記制御部は、
　上記端末装置から送信される少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を満たす
上記出発地から上記目的地までの上記案内経路を、上記経路探索情報記憶手段に記憶され
た上記経路探索情報を用いて探索する経路探索手段と、
　上記経路探索手段にて探索した上記案内経路と、上記端末装置の上記位置検出部にて検
出されて送信される現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を生成する
地図表示生成手段と、
　上記経路探索手段にて探索した上記案内経路に対応する上記案内地点記憶手段に記憶さ
れた上記案内地点のうち、上記現在位置から次の上記案内地点へ前後の上記案内経路に沿
って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を生成する矢印表示生成手段と、
　上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示
生成手段にて生成した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記次の上記案内
地点を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を生成する
案内地点表示生成手段と、
　上記地図表示生成手段にて生成した上記地図表示画面、上記矢印表示生成手段にて生成
した上記進行方向表示矢印記号、および、上記案内地点表示生成手段にて生成した上記音
声案内箇所表示記号を、上記端末装置へ送信することにより、上記進行方向表示矢印記号
および上記音声案内箇所表示記号を上記地図表示画面に重畳させて上記端末装置の上記表
示部に表示させる表示制御手段と、
　上記案内地点表示生成手段にて生成した上記音声案内箇所表示記号に対応する上記案内
地点記憶手段に記憶された上記音声データを上記端末装置へ送信することにより、当該音
声データを上記端末装置の上記音声出力部を介して出力させて上記音声案内を実行させる
音声案内出力制御手段と、
を備えたことを特徴とする、経路探索サーバ。
【請求項１０】
　位置検出部と表示部と音声出力部と制御部と記憶部とを少なくとも備える経路探索装置
であって、
　上記記憶部は、
　交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報
記憶手段と、
　案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点にて
出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、
を備え、
　上記制御部は、
　少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地ま
での上記案内経路を、上記経路探索情報記憶手段に記憶された上記経路探索情報を用いて
探索する経路探索手段と、
　上記位置検出部にて検出された当該経路探索装置の現在位置を取得する現在位置取得手
段と、
　上記経路探索手段にて探索した上記案内経路と、上記現在位置取得手段にて取得した上
記現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を上記表示部に表示する地図
表示手段と、
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　上記経路探索手段にて探索した上記案内経路に対応する上記案内地点記憶手段に記憶さ
れた上記案内地点のうち、上記現在位置から次の上記案内地点へ前後の上記案内経路に沿
って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示画面に重畳させて上記表示部
に表示する矢印表示手段と、
　上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示
手段にて表示した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記次の上記案内地点
を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を、上記地図表
示画面に重畳させて上記表示部に表示する案内地点表示手段と、
　上記案内地点表示手段にて表示した上記音声案内箇所表示記号に対応する上記案内地点
記憶手段に記憶された上記音声データを、上記音声出力部を介して出力することにより、
上記音声案内を実行する音声案内出力手段と、
を備えたことを特徴とする、経路探索装置。
【請求項１１】
　制御部と記憶部とを少なくとも備える経路探索サーバ、および、当該経路探索サーバに
ネットワークを介して通信可能に接続された位置検出部と表示部と音声出力部と制御部と
を少なくとも備える端末装置を備えたナビゲーションシステムにおいて実行される経路探
索方法であって、
　上記経路探索サーバの上記記憶部は、
　交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報
記憶手段と、
　案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点にて
出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、
を備えており、
　上記端末装置の上記制御部において実行される、少なくとも出発地と目的地とを含む経
路探索条件を上記経路探索サーバへ送信する経路探索条件送信ステップと、
　上記経路探索サーバの上記制御部において実行される、上記経路探索条件送信ステップ
にて上記端末装置から送信される上記経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地ま
での上記案内経路を、上記経路探索情報記憶手段に記憶された上記経路探索情報を用いて
探索し、探索した上記案内経路と、当該案内経路に対応する上記案内地点記憶手段に記憶
された上記案内地点および上記音声データとを、経路案内データとして上記端末装置へ送
信する経路探索ステップと、
　上記端末装置の上記制御部において実行される、上記経路探索ステップにて上記経路探
索サーバから送信される上記経路案内データを受信する受信ステップと、
　上記端末装置の上記制御部において実行される、上記位置検出部にて検出された当該端
末装置の現在位置を取得する現在位置取得ステップと、
　上記端末装置の上記制御部において実行される、上記受信ステップにて受信した上記案
内経路と、上記現在位置取得ステップにて取得した上記現在位置を示す現在位置表示記号
と、を含む地図表示画面を上記表示部に表示する地図表示ステップと、
　上記端末装置の上記制御部において実行される、上記受信ステップにて受信した上記案
内地点のうち上記現在位置から次の上記案内地点へ前後の上記案内経路に沿って進行方向
を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示画面に重畳させて上記表示部に表示する矢
印表示ステップと、
　上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記端末装置
の上記制御部において実行される、上記矢印表示ステップにて表示した上記進行方向表示
矢印記号上の上記現在位置から上記次の上記案内地点を特定する、上記音声案内が実行さ
れることを示す音声案内箇所表示記号を、上記地図表示画面に重畳させて上記表示部に表
示する案内地点表示ステップと、
　上記端末装置の上記制御部において実行される、上記案内地点表示ステップにて表示し
た上記音声案内箇所表示記号に対応する上記音声データを、上記音声出力部を介して出力
することにより、上記音声案内を実行する音声案内出力ステップと、
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を含むことを特徴とする、経路探索方法。
【請求項１２】
　ナビゲーションシステムにおいて実行される経路探索方法であって、
　上記ナビゲーションシステムは、
　交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報
記憶手段と、案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案
内地点にて出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、経路探索
手段と、現在位置取得手段と、地図表示手段と、矢印表示手段と、案内地点表示手段と、
音声案内出力手段と、
を備え、
　上記経路探索手段が、少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を満たす上記出
発地から上記目的地までの上記案内経路を、上記経路探索情報記憶手段に記憶された上記
経路探索情報を用いて探索し、探索した上記案内経路と、当該案内経路に対応する上記案
内地点記憶手段に記憶された上記案内地点および上記音声データとを、経路案内データと
して生成する経路探索ステップと、
　上記現在位置取得手段が、位置検出部にて検出された現在位置を取得する現在位置取得
ステップと、
　上記地図表示手段が、上記経路探索ステップにて生成した上記案内経路と、上記現在位
置取得ステップにて取得した上記現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画
面を表示部に表示する地図表示ステップと、
　上記矢印表示手段が、上記経路探索ステップにて生成した上記案内地点のうち上記現在
位置から次の上記案内地点へ前後の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢
印記号を、上記地図表示画面に重畳させて上記表示部に表示する矢印表示ステップと、
　上記案内地点表示手段が、上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点
を含む場合、上記矢印表示ステップにて表示した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在
位置から上記次の上記案内地点を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案
内箇所表示記号を、上記地図表示画面に重畳させて上記表示部に表示する案内地点表示ス
テップと、
　上記音声案内出力手段が、上記案内地点表示ステップにて表示した上記音声案内箇所表
示記号に対応する上記音声データを、音声出力部を介して出力することにより、上記音声
案内を実行する音声案内出力ステップと、
を含むことを特徴とする、経路探索方法。
【請求項１３】
　経路探索サーバにネットワークを介して通信可能に接続された、位置検出部と表示部と
音声出力部と制御部とを少なくとも備える端末装置において実行される経路探索方法であ
って、
　上記制御部において実行される、
　少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を上記経路探索サーバへ送信する経路
探索条件送信ステップと、
　上記経路探索サーバから送信される、上記経路探索条件送信ステップにて送信された上
記経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地までの案内経路と、当該案内経路上の
各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点および当該案内地点にて出力される音
声データとを含む経路案内データを受信する受信ステップと、
　上記位置検出部にて検出された当該端末装置の現在位置を取得する現在位置取得ステッ
プと、
　上記受信ステップにて受信した上記案内経路と、上記現在位置取得ステップにて取得し
た上記現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を上記表示部に表示する
地図表示ステップと、
　上記受信ステップにて受信した上記案内地点のうち上記現在位置から次の上記案内地点
へ前後の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示画
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面に重畳させて上記表示部に表示する矢印表示ステップと、
　上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示
ステップにて表示した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記次の上記案内
地点を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を、上記地
図表示画面に重畳させて上記表示部に表示する案内地点表示ステップと、
　上記案内地点表示ステップにて表示した上記音声案内箇所表示記号に対応する上記音声
データを、上記音声出力部を介して出力することにより、上記音声案内を実行する音声案
内出力ステップと、
を含むことを特徴とする、経路探索方法。
【請求項１４】
　位置検出部と表示部と音声出力部とを少なくとも備える端末装置にネットワークを介し
て通信可能に接続された、制御部と記憶部とを少なくとも備える経路探索サーバにおいて
実行される経路探索方法であって、
　上記記憶部は、
　交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報
記憶手段と、
　案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点にて
出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、
を備えており、
　上記制御部において実行される、
　上記端末装置から送信される少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を満たす
上記出発地から上記目的地までの上記案内経路を、上記経路探索情報記憶手段に記憶され
た上記経路探索情報を用いて探索する経路探索ステップと、
　上記経路探索ステップにて探索した上記案内経路と、上記端末装置の上記位置検出部に
て検出されて送信される現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を生成
する地図表示生成ステップと、
　上記経路探索ステップにて探索した上記案内経路に対応する上記案内地点記憶手段に記
憶された上記案内地点のうち、上記現在位置から次の上記案内地点へ前後の上記案内経路
に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を生成する矢印表示生成ステップと、
　上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示
生成ステップにて生成した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記次の上記
案内地点を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を生成
する案内地点表示生成ステップと、
　上記地図表示生成ステップにて生成した上記地図表示画面、上記矢印表示生成ステップ
にて生成した上記進行方向表示矢印記号、および、上記案内地点表示生成ステップにて生
成した上記音声案内箇所表示記号を、上記端末装置へ送信することにより、上記進行方向
表示矢印記号および上記音声案内箇所表示記号を上記地図表示画面に重畳させて上記端末
装置の上記表示部に表示させる表示制御ステップと、
　上記案内地点表示生成ステップにて生成した上記音声案内箇所表示記号に対応する上記
案内地点記憶手段に記憶された上記音声データを上記端末装置へ送信することにより、当
該音声データを上記端末装置の上記音声出力部を介して出力させて上記音声案内を実行さ
せる音声案内出力制御ステップと、
を含むことを特徴とする、経路探索方法。
【請求項１５】
　位置検出部と表示部と音声出力部と制御部と記憶部とを少なくとも備える経路探索装置
において実行される経路探索方法であって、
　上記記憶部は、
　交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報
記憶手段と、
　案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点にて
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出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、
を備えており、
　上記制御部において実行される、
　少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地ま
での上記案内経路を、上記経路探索情報記憶手段に記憶された上記経路探索情報を用いて
探索する経路探索ステップと、
　上記位置検出部にて検出された当該経路探索装置の現在位置を取得する現在位置取得ス
テップと、
　上記経路探索ステップにて探索した上記案内経路と、上記現在位置取得ステップにて取
得した上記現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を上記表示部に表示
する地図表示ステップと、
　上記経路探索ステップにて探索した上記案内経路に対応する上記案内地点記憶手段に記
憶された上記案内地点のうち、上記現在位置から次の上記案内地点へ前後の上記案内経
路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示画面に重畳させて上記
表示部に表示する矢印表示ステップと、
　上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示
ステップにて表示した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記次の上記案
内地点を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を、上記
地図表示画面に重畳させて上記表示部に表示する案内地点表示ステップと、
　上記案内地点表示ステップにて表示した上記音声案内箇所表示記号に対応する上記案内
地点記憶手段に記憶された上記音声データを、上記音声出力部を介して出力することによ
り、上記音声案内を実行する音声案内出力ステップと、
を含むことを特徴とする、経路探索方法。
【請求項１６】
　経路探索サーバにネットワークを介して通信可能に接続された、位置検出部と表示部と
音声出力部と制御部とを少なくとも備える端末装置に実行させるためのプログラムであっ
て、
　上記制御部において、
　少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を上記経路探索サーバへ送信する経路
探索条件送信ステップと、
　上記経路探索サーバから送信される、上記経路探索条件送信ステップにて送信された上
記経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地までの案内経路と、当該案内経路上の
各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点および当該案内地点にて出力される音
声データとを含む経路案内データを受信する受信ステップと、
　上記位置検出部にて検出された当該端末装置の現在位置を取得する現在位置取得ステッ
プと、
　上記受信ステップにて受信した上記案内経路と、上記現在位置取得ステップにて取得し
た上記現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を上記表示部に表示する
地図表示ステップと、
　上記受信ステップにて受信した上記案内地点のうち上記現在位置から次の上記案内地点
へ前後の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示画
面に重畳させて上記表示部に表示する矢印表示ステップと、
　上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示
ステップにて表示した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記次の上記案内
地点を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を、上記地
図表示画面に重畳させて上記表示部に表示する案内地点表示ステップと、
　上記案内地点表示ステップにて表示した上記音声案内箇所表示記号に対応する上記音声
データを、上記音声出力部を介して出力することにより、上記音声案内を実行する音声案
内出力ステップと、
を実行させるためのプログラム。
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【請求項１７】
　位置検出部と表示部と音声出力部とを少なくとも備える端末装置にネットワークを介し
て通信可能に接続された、制御部と記憶部とを少なくとも備える経路探索サーバに実行さ
せるためのプログラムであって、
　上記記憶部は、
　交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報
記憶手段と、
　案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点にて
出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、
を備えており、
　上記制御部において、
　上記端末装置から送信される少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を満たす
上記出発地から上記目的地までの上記案内経路を、上記経路探索情報記憶手段に記憶され
た上記経路探索情報を用いて探索する経路探索ステップと、
　上記経路探索ステップにて探索した上記案内経路と、上記端末装置の上記位置検出部に
て検出されて送信される現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を生成
する地図表示生成ステップと、
　上記経路探索ステップにて探索した上記案内経路に対応する上記案内地点記憶手段に記
憶された上記案内地点のうち、上記現在位置から次の上記案内地点へ前後の上記案内経路
に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を生成する矢印表示生成ステップと、
　上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示
生成ステップにて生成した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記次の上記
案内地点を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を生成
する案内地点表示生成ステップと、
　上記地図表示生成ステップにて生成した上記地図表示画面、上記矢印表示生成ステップ
にて生成した上記進行方向表示矢印記号、および、上記案内地点表示生成ステップにて生
成した上記音声案内箇所表示記号を、上記端末装置へ送信することにより、上記進行方向
表示矢印記号および上記音声案内箇所表示記号を上記地図表示画面に重畳させて上記端末
装置の上記表示部に表示させる表示制御ステップと、
　上記案内地点表示生成ステップにて生成した上記音声案内箇所表示記号に対応する上記
案内地点記憶手段に記憶された上記音声データを上記端末装置へ送信することにより、当
該音声データを上記端末装置の上記音声出力部を介して出力させて上記音声案内を実行さ
せる音声案内出力制御ステップと、
を実行させるためのプログラム。
【請求項１８】
　位置検出部と表示部と音声出力部と制御部と記憶部とを少なくとも備える経路探索装置
に実行させるためのプログラムであって、
　上記記憶部は、
　交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報
記憶手段と、
　案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点にて
出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、
を備えており、
　上記制御部において、
　少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地ま
での上記案内経路を、上記経路探索情報記憶手段に記憶された上記経路探索情報を用いて
探索する経路探索ステップと、
　上記位置検出部にて検出された当該経路探索装置の現在位置を取得する現在位置取得ス
テップと、
　上記経路探索ステップにて探索した上記案内経路と、上記現在位置取得ステップにて取



(10) JP 5129722 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

得した上記現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を上記表示部に表示
する地図表示ステップと、
　上記経路探索ステップにて探索した上記案内経路に対応する上記案内地点記憶手段に記
憶された上記案内地点のうち、上記現在位置から次の上記案内地点へ前後の上記案内経
路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示画面に重畳させて上記
表示部に表示する矢印表示ステップと、
　上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示
ステップにて表示した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記次の上記案
内地点を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を、上記
地図表示画面に重畳させて上記表示部に表示する案内地点表示ステップと、
　上記案内地点表示ステップにて表示した上記音声案内箇所表示記号に対応する上記案内
地点記憶手段に記憶された上記音声データを、上記音声出力部を介して出力することによ
り、上記音声案内を実行する音声案内出力ステップと、
を実行させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナビゲーションシステム、端末装置、経路探索サーバ、経路探索装置、およ
び、経路探索方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、経路案内を行うナビゲーション技術が開示されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の車両用ナビゲーション装置では、所定距離より短い間隔で
複数の案内分岐点がある場合、進行案内情報を重ねて表示している。
【０００４】
　また、特許文献２に記載の車両用ナビゲーション装置では、経路案内中の連続する２つ
の交差点を同時に表示させる際、先に走行する１番目の交差点を２番目の交差点と比べて
、背景色とのコントラストの大きい色や大きいサイズで表示させている。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－６１１８０号公報
【特許文献２】特開２００２－２０２１４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来技術（特許文献１および２等）においては、音声による経路案内を
良好に行うことができないという問題点を有していた。
【０００７】
　例えば、特許文献１の車両用ナビゲーション装置では、経路案内中において案内経路上
の右左折方向が発生する交差点を地図上に表示することや、交差点が連続する場合に連続
する交差点において全ての進行方向を含む形状の矢印で表示することを行うことができる
ものの、例えば、経路案内中に音声案内を行う際、案内対象である複数の交差点が連続す
る場合や、交差点の形状が複雑な場合には、実際にどの地点について音声案内を行ってい
るかユーザに伝わりにくいという問題を有していた。
【０００８】
　また、特許文献２の車両用ナビゲーション装置では、先に走行する１番目の交差点を２
番目の交差点と比べて、背景色とのコントラストの大きい色や大きいサイズで表示させる
ことができるものの、例えば１番目の交差点が複雑な形状であった場合には、実際にどの
地点について音声案内を行っているか、依然としてユーザに伝わりにくいという問題点を
有していた。
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【０００９】
　本発明は、上記に鑑みてなされたもので、音声による経路案内を良好に行うことができ
るナビゲーションシステム、端末装置、経路探索サーバ、経路探索装置、および、経路探
索方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このような目的を達成するため、本発明のナビゲーションシステムは、制御部と記憶部
とを少なくとも備える経路探索サーバ、および、当該経路探索サーバにネットワークを介
して通信可能に接続された位置検出部と表示部と音声出力部と制御部とを少なくとも備え
る端末装置を備えたナビゲーションシステムであって、上記経路探索サーバの上記記憶部
は、交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情
報記憶手段と、案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該
案内地点にて出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、を備え
、上記経路探索サーバの上記制御部は、上記端末装置から送信される少なくとも出発地と
目的地とを含む経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地までの上記案内経路を、
上記経路探索情報記憶手段に記憶された上記経路探索情報を用いて探索し、探索した上記
案内経路と、当該案内経路に対応する上記案内地点記憶手段に記憶された上記案内地点お
よび上記音声データとを、経路案内データとして上記端末装置へ送信する経路探索手段を
備えており、上記端末装置の上記制御部は、上記経路探索サーバから送信される上記経路
案内データを受信する受信手段と、上記位置検出部にて検出された当該端末装置の現在位
置を取得する現在位置取得手段と、上記受信手段にて受信した上記案内経路と、上記現在
位置取得手段にて取得した上記現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面
を上記表示部に表示する地図表示手段と、上記受信手段にて受信した上記案内地点のうち
上記現在位置から直近の上記案内地点へ前後の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行
方向表示矢印記号を、上記地図表示画面に重畳させて上記表示部に表示する矢印表示手段
と、上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表
示手段にて表示した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記直近の上記案内
地点を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を、上記地
図表示画面に重畳させて上記表示部に表示する案内地点表示手段と、上記案内地点表示手
段にて表示した上記音声案内箇所表示記号に対応する上記音声データを、上記音声出力部
を介して出力することにより、上記音声案内を実行する音声案内出力手段と、を備えたこ
とを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明のナビゲーションシステムは、上記記載のナビゲーションシステムにおい
て、上記端末装置の上記制御部は、上記現在位置取得手段にて取得した上記現在位置から
上記直近の上記案内地点までの距離が所定距離内にある場合、上記音声案内箇所表示記号
の表示態様を変更する表示態様変更手段を更に備えたことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明のナビゲーションシステムは、上記記載のナビゲーションシステムにおい
て、上記表示態様変更手段は、上記音声案内出力手段にて上記音声出力部を介して上記音
声案内を実行する際、上記音声案内箇所表示記号の上記表示態様を変更することを特徴と
する。
【００１３】
　また、本発明のナビゲーションシステムは、上記記載のナビゲーションシステムにおい
て、上記端末装置の上記制御部は、上記音声案内出力手段にて上記音声出力部を介して出
力される上記音声データの音声出力態様を変更する音声出力態様変更手段を更に備えたこ
とを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明のナビゲーションシステムは、上記記載のナビゲーションシステムにおい
て、上記音声出力態様変更手段は、上記表示態様変更手段にて変更した上記音声案内箇所
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表示記号の上記表示態様に応じて、上記音声案内出力手段にて上記音声出力部を介して出
力される上記音声データの上記音声出力態様を変更することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明のナビゲーションシステムは、上記記載のナビゲーションシステムにおい
て、上記案内地点表示手段は、上記音声案内箇所表示記号を上記表示部に表示する際、上
記現在位置表示記号および／または上記進行方向表示矢印記号と、当該音声案内箇所表示
記号とが重ならないよう表示することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の端末装置は、経路探索サーバにネットワークを介して通信可能に接続さ
れた、位置検出部と表示部と音声出力部と制御部とを少なくとも備える端末装置であって
、上記制御部は、少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を上記経路探索サーバ
へ送信する経路探索条件送信手段と、上記経路探索サーバから送信される、上記経路探索
条件送信手段にて送信された上記経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地までの
案内経路と、当該案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点および
当該案内地点にて出力される音声データとを含む経路案内データを受信する受信手段と、
上記位置検出部にて検出された当該端末装置の現在位置を取得する現在位置取得手段と、
上記受信手段にて受信した上記案内経路と、上記現在位置取得手段にて取得した上記現在
位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を上記表示部に表示する地図表示手
段と、上記受信手段にて受信した上記案内地点のうち上記現在位置から直近の上記案内地
点へ前後の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示
画面に重畳させて上記表示部に表示する矢印表示手段と、上記進行方向表示矢印記号が少
なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示手段にて表示した上記進行方向表
示矢印記号上の上記現在位置から上記直近の上記案内地点を特定する、上記音声案内が実
行されることを示す音声案内箇所表示記号を、上記地図表示画面に重畳させて上記表示部
に表示する案内地点表示手段と、上記案内地点表示手段にて表示した上記音声案内箇所表
示記号に対応する上記音声データを、上記音声出力部を介して出力することにより、上記
音声案内を実行する音声案内出力手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の経路探索サーバは、位置検出部と表示部と音声出力部とを少なくとも備
える端末装置にネットワークを介して通信可能に接続された、制御部と記憶部とを少なく
とも備える経路探索サーバであって、上記記憶部は、交通機関の時刻表データと道路網デ
ータとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報記憶手段と、案内経路上の各交差点に
設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点にて出力される音声データとを
対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、を備え、上記制御部は、上記端末装置から送信
される少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的
地までの上記案内経路を、上記経路探索情報記憶手段に記憶された上記経路探索情報を用
いて探索する経路探索手段と、上記経路探索手段にて探索した上記案内経路と、上記端末
装置の上記位置検出部にて検出されて送信される現在位置を示す現在位置表示記号と、を
含む地図表示画面を生成する地図表示生成手段と、上記経路探索手段にて探索した上記案
内経路に対応する上記案内地点記憶手段に記憶された上記案内地点のうち、上記現在位置
から直近の上記案内地点へ前後の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印
記号を生成する矢印表示生成手段と、上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記
案内地点を含む場合、上記矢印表示生成手段にて生成した上記進行方向表示矢印記号上の
上記現在位置から上記直近の上記案内地点を特定する、上記音声案内が実行されることを
示す音声案内箇所表示記号を生成する案内地点表示生成手段と、上記地図表示生成手段に
て生成した上記地図表示画面、上記矢印表示生成手段にて生成した上記進行方向表示矢印
記号、および、上記案内地点表示生成手段にて生成した上記音声案内箇所表示記号を、上
記端末装置へ送信することにより、上記進行方向表示矢印記号および上記音声案内箇所表
示記号を上記地図表示画面に重畳させて上記端末装置の上記表示部に表示させる表示制御
手段と、上記案内地点表示生成手段にて生成した上記音声案内箇所表示記号に対応する上
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記案内地点記憶手段に記憶された上記音声データを上記端末装置へ送信することにより、
当該音声データを上記端末装置の上記音声出力部を介して出力させて上記音声案内を実行
させる音声案内出力制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の経路探索装置は、位置検出部と表示部と音声出力部と制御部と記憶部と
を少なくとも備える経路探索装置であって、上記記憶部は、交通機関の時刻表データと道
路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報記憶手段と、案内経路上の各交
差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点にて出力される音声デー
タとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、を備え、上記制御部は、少なくとも出発
地と目的地とを含む経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地までの上記案内経路
を、上記経路探索情報記憶手段に記憶された上記経路探索情報を用いて探索する経路探索
手段と、上記位置検出部にて検出された当該経路探索装置の現在位置を取得する現在位置
取得手段と、上記経路探索手段にて探索した上記案内経路と、上記現在位置取得手段にて
取得した上記現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を上記表示部に表
示する地図表示手段と、上記経路探索手段にて探索した上記案内経路に対応する上記案内
地点記憶手段に記憶された上記案内地点のうち、上記現在位置から直近の上記案内地点へ
前後の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示画面
に重畳させて上記表示部に表示する矢印表示手段と、上記進行方向表示矢印記号が少なく
とも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示手段にて表示した上記進行方向表示矢
印記号上の上記現在位置から上記直近の上記案内地点を特定する、上記音声案内が実行さ
れることを示す音声案内箇所表示記号を、上記地図表示画面に重畳させて上記表示部に表
示する案内地点表示手段と、上記案内地点表示手段にて表示した上記音声案内箇所表示記
号に対応する上記案内地点記憶手段に記憶された上記音声データを、上記音声出力部を介
して出力することにより、上記音声案内を実行する音声案内出力手段と、を備えたことを
特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の経路探索方法は、制御部と記憶部とを少なくとも備える経路探索サーバ
、および、当該経路探索サーバにネットワークを介して通信可能に接続された位置検出部
と表示部と音声出力部と制御部とを少なくとも備える端末装置を備えたナビゲーションシ
ステムにおいて実行される経路探索方法であって、上記経路探索サーバの上記記憶部は、
交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報記
憶手段と、案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内
地点にて出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、を備えてお
り、上記端末装置の上記制御部において実行される、少なくとも出発地と目的地とを含む
経路探索条件を上記経路探索サーバへ送信する経路探索条件送信ステップと、上記経路探
索サーバの上記制御部において実行される、上記経路探索条件送信ステップにて上記端末
装置から送信される上記経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地までの上記案内
経路を、上記経路探索情報記憶手段に記憶された上記経路探索情報を用いて探索し、探索
した上記案内経路と、当該案内経路に対応する上記案内地点記憶手段に記憶された上記案
内地点および上記音声データとを、経路案内データとして上記端末装置へ送信する経路探
索ステップと、上記端末装置の上記制御部において実行される、上記経路探索ステップに
て上記経路探索サーバから送信される上記経路案内データを受信する受信ステップと、上
記端末装置の上記制御部において実行される、上記位置検出部にて検出された当該端末装
置の現在位置を取得する現在位置取得ステップと、上記端末装置の上記制御部において実
行される、上記受信ステップにて受信した上記案内経路と、上記現在位置取得ステップに
て取得した上記現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を上記表示部に
表示する地図表示ステップと、上記端末装置の上記制御部において実行される、上記受信
ステップにて受信した上記案内地点のうち上記現在位置から直近の上記案内地点へ前後の
上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示画面に重畳
させて上記表示部に表示する矢印表示ステップと、上記進行方向表示矢印記号が少なくと
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も２つの上記案内地点を含む場合、上記端末装置の上記制御部において実行される、上記
矢印表示ステップにて表示した上記進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記直近
の上記案内地点を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号
を、上記地図表示画面に重畳させて上記表示部に表示する案内地点表示ステップと、上記
端末装置の上記制御部において実行される、上記案内地点表示ステップにて表示した上記
音声案内箇所表示記号に対応する上記音声データを、上記音声出力部を介して出力するこ
とにより、上記音声案内を実行する音声案内出力ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の経路探索方法は、経路探索サーバにネットワークを介して通信可能に接
続された、位置検出部と表示部と音声出力部と制御部とを少なくとも備える端末装置にお
いて実行される経路探索方法であって、上記制御部において実行される、少なくとも出発
地と目的地とを含む経路探索条件を上記経路探索サーバへ送信する経路探索条件送信ステ
ップと、上記経路探索サーバから送信される、上記経路探索条件送信ステップにて送信さ
れた上記経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地までの案内経路と、当該案内経
路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点および当該案内地点にて出力さ
れる音声データとを含む経路案内データを受信する受信ステップと、上記位置検出部にて
検出された当該端末装置の現在位置を取得する現在位置取得ステップと、上記受信ステッ
プにて受信した上記案内経路と、上記現在位置取得ステップにて取得した上記現在位置を
示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を上記表示部に表示する地図表示ステップ
と、上記受信ステップにて受信した上記案内地点のうち上記現在位置から直近の上記案内
地点へ前後の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表
示画面に重畳させて上記表示部に表示する矢印表示ステップと、上記進行方向表示矢印記
号が少なくとも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示ステップにて表示した上記
進行方向表示矢印記号上の上記現在位置から上記直近の上記案内地点を特定する、上記音
声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を、上記地図表示画面に重畳させて
上記表示部に表示する案内地点表示ステップと、上記案内地点表示ステップにて表示した
上記音声案内箇所表示記号に対応する上記音声データを、上記音声出力部を介して出力す
ることにより、上記音声案内を実行する音声案内出力ステップと、を含むことを特徴とす
る。
【００２１】
　また、本発明の経路探索方法は、位置検出部と表示部と音声出力部とを少なくとも備え
る端末装置にネットワークを介して通信可能に接続された、制御部と記憶部とを少なくと
も備える経路探索サーバにおいて実行される経路探索方法であって、上記記憶部は、交通
機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情報記憶手
段と、案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点
にて出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、を備えており、
上記制御部において実行される、上記端末装置から送信される少なくとも出発地と目的地
とを含む経路探索条件を満たす上記出発地から上記目的地までの上記案内経路を、上記経
路探索情報記憶手段に記憶された上記経路探索情報を用いて探索する経路探索ステップと
、上記経路探索ステップにて探索した上記案内経路と、上記端末装置の上記位置検出部に
て検出されて送信される現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を生成
する地図表示生成ステップと、上記経路探索ステップにて探索した上記案内経路に対応す
る上記案内地点記憶手段に記憶された上記案内地点のうち、上記現在位置から直近の上記
案内地点へ前後の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を生成する
矢印表示生成ステップと、上記進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの上記案内地点を
含む場合、上記矢印表示生成ステップにて生成した上記進行方向表示矢印記号上の上記現
在位置から上記直近の上記案内地点を特定する、上記音声案内が実行されることを示す音
声案内箇所表示記号を生成する案内地点表示生成ステップと、上記地図表示生成ステップ
にて生成した上記地図表示画面、上記矢印表示生成ステップにて生成した上記進行方向表
示矢印記号、および、上記案内地点表示生成ステップにて生成した上記音声案内箇所表示
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記号を、上記端末装置へ送信することにより、上記進行方向表示矢印記号および上記音声
案内箇所表示記号を上記地図表示画面に重畳させて上記端末装置の上記表示部に表示させ
る表示制御ステップと、上記案内地点表示生成ステップにて生成した上記音声案内箇所表
示記号に対応する上記案内地点記憶手段に記憶された上記音声データを上記端末装置へ送
信することにより、当該音声データを上記端末装置の上記音声出力部を介して出力させて
上記音声案内を実行させる音声案内出力制御ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の経路探索方法は、位置検出部と表示部と音声出力部と制御部と記憶部と
を少なくとも備える経路探索装置において実行される経路探索方法であって、上記記憶部
は、交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記憶する経路探索情
報記憶手段と、案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該
案内地点にて出力される音声データとを対応付けて記憶する案内地点記憶手段と、を備え
ており、上記制御部において実行される、少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条
件を満たす上記出発地から上記目的地までの上記案内経路を、上記経路探索情報記憶手段
に記憶された上記経路探索情報を用いて探索する経路探索ステップと、上記位置検出部に
て検出された当該経路探索装置の現在位置を取得する現在位置取得ステップと、上記経路
探索ステップにて探索した上記案内経路と、上記現在位置取得ステップにて取得した上記
現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を上記表示部に表示する地図表
示ステップと、上記経路探索ステップにて探索した上記案内経路に対応する上記案内地点
記憶手段に記憶された上記案内地点のうち、上記現在位置から直近の上記案内地点へ前後
の上記案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、上記地図表示画面に重
畳させて上記表示部に表示する矢印表示ステップと、上記進行方向表示矢印記号が少なく
とも２つの上記案内地点を含む場合、上記矢印表示ステップにて表示した上記進行方向表
示矢印記号上の上記現在位置から上記直近の上記案内地点を特定する、上記音声案内が実
行されることを示す音声案内箇所表示記号を、上記地図表示画面に重畳させて上記表示部
に表示する案内地点表示ステップと、上記案内地点表示ステップにて表示した上記音声案
内箇所表示記号に対応する上記案内地点記憶手段に記憶された上記音声データを、上記音
声出力部を介して出力することにより、上記音声案内を実行する音声案内出力ステップと
、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　この発明によれば、交通機関の時刻表データと道路網データとを含む経路探索情報を記
憶部に記憶し、案内経路上の各交差点に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該
案内地点にて出力される音声データとを対応付けて記憶部に記憶し、端末装置から送信さ
れる少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を満たす出発地から目的地までの案
内経路を、記憶部に記憶された経路探索情報を用いて探索し、探索した案内経路と、当該
案内経路に対応する記憶部に記憶された案内地点および音声データとを、経路案内データ
として端末装置へ送信し、経路探索サーバから送信される経路案内データを受信し、位置
検出部にて検出された当該端末装置の現在位置を取得し、受信した案内経路と、取得した
現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を表示部に表示し、受信した案
内地点のうち現在位置から直近の案内地点へ前後の案内経路に沿って進行方向を示す進行
方向表示矢印記号を、地図表示画面に重畳させて表示部に表示し、進行方向表示矢印記号
が少なくとも２つの案内地点を含む場合、表示した進行方向表示矢印記号上の現在位置か
ら直近の案内地点を特定する、音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を
、地図表示画面に重畳させて表示部に表示し、表示した音声案内箇所表示記号に対応する
音声データを、音声出力部を介して出力することにより、音声案内を実行するので、従来
技術（特許文献１および２等）においては、例えば、経路案内中に音声案内を行う際、案
内対象である複数の交差点が連続する場合や交差点の形状が複雑な場合、また、１番目の
交差点が複雑な形状であった場合には、実際にどの地点について音声案内を行っているか
、ユーザに伝わりにくいという問題点を有していたが、本発明においては、進行方向表示
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矢印記号が複雑な形状をしていても（例えば、次の案内地点を含んでいても）確実に音声
案内の対象箇所を示すことができるようになり、ユーザにどの箇所の音声案内かを誤解さ
せることなく明確に示すことができる。これにより、本発明は、音声による経路案内を良
好に行うことができるという効果を奏する。
【００２４】
　また、この発明によれば、端末装置において、取得した現在位置から直近の案内地点ま
での距離が所定距離内にある場合、音声案内箇所表示記号の表示態様を変更するので、例
えば、ユーザが所持する端末装置が直近の案内地点まで所定距離（例えば、約５０ｍ以内
）となった際、音声案内箇所表示記号の点滅や色やサイズの変更等を行うことができる。
これにより、本発明は、ユーザに音声案内が対象としている案内地点をさらに明確に伝え
ることができるという効果を奏する。
【００２５】
　また、この発明によれば、表示態様の変更において、音声出力部を介して音声案内を実
行する際、音声案内箇所表示記号の表示態様を変更するので、例えば、音声出力部を介し
て「次の交差点を左に曲がります」等の音声データを出力している際、対応する音声案内
箇所表示記号の点滅や色やサイズの変更等を行うことができる。これにより、本発明は、
ユーザに音声案内が対象としている案内地点をさらに明確に伝えることができるという効
果を奏する。
【００２６】
　また、この発明によれば、端末装置において、音声出力部を介して出力される音声デー
タの音声出力態様を変更するので、例えば、音声出力部を介して出力される音声データを
ユーザが希望する声質（例えば、男性の声または女性の声等）に変更することができる。
これにより、本発明は、ユーザが希望する声質の音声データを用いて音声案内を行うこと
ができるので、ユーザに音声案内が対象としている案内地点をさらに明確に伝えることが
できるという効果を奏する。
【００２７】
　また、この発明によれば、音声出力態様の変更において、変更した音声案内箇所表示記
号の表示態様に応じて、音声出力部を介して出力される音声データの音声出力態様を変更
するので、例えば、音声案内箇所表示記号の表示態様が特定のキャラクターであった場合
など、このキャラクターに対応した音声出力態様に変更することができる。これにより、
本発明は、音声案内箇所表示記号にて音声案内を実行していることがより明確になるため
、ユーザに音声案内が対象としている案内地点をさらに明確に伝えることができるという
効果を奏する。
【００２８】
　また、この発明によれば、案内地点の表示において、音声案内箇所表示記号を表示部に
表示する際、現在位置表示記号および／または進行方向表示矢印記号と、当該音声案内箇
所表示記号とが重ならないよう表示するので、例えば、ユーザが所持する端末装置が案内
地点まで到達した場合、音声案内箇所表示記号と現在位置表示記号および／または進行方
向表示矢印記号とが重なってしまい、実際にどの地点について音声案内を行っているか、
ユーザに伝わりにくくなる可能性があったが、音声案内箇所表示記号を吹き出し表示等の
形式にて表示することにより、これらの記号が重ならないよう表示させることができる。
これにより、本発明は、ユーザが所持する端末装置が案内地点まで到達した場合であって
も、ユーザに音声案内が対象としている案内地点をさらに明確に伝えることができるとい
う効果を奏する。
【００２９】
　なお、上記は、本発明のナビゲーションシステムを一例に効果の説明をしたが、端末装
置、経路探索サーバ、経路探索装置、および、経路探索方法においても同様の効果を奏す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
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　以下に、本発明にかかるナビゲーションシステム、端末装置、経路探索サーバ、経路探
索装置、および、経路探索方法並びにプログラムの実施の形態を図面に基づいて詳細に説
明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００３１】
　以下、本発明の構成および処理について、第１の実施形態（ナビゲーションシステム）
、第２の実施形態（経路探索サーバ（サーバ主導型））、第３の実施形態（経路探索装置
（スタンドアローン型））の順にて詳細に説明する。
【００３２】
［第１の実施形態］
　最初に、本発明の第１の実施形態（ナビゲーションシステム）について、図１～図４を
参照して以下に説明する。ここで、図１は、第１の実施形態におけるナビゲーションシス
テムの構成の一例を示すブロック図であり、該構成のうち本発明に関係する部分のみを概
念的に示している。また、図２は、第１の実施形態におけるナビゲーションシステムの処
理の一例を示すフローチャートである。また、図３は、本発明の端末装置１００の表示部
１１４に表示された経路案内画面の一例を示す図である。また、図４は、本発明における
音声案内箇所表示記号の表示形態の一例を示す図である。
【００３３】
［ナビゲーションシステムの構成］
　まず、第１の実施形態におけるナビゲーションシステムの構成の一例について、図１を
参照して以下に説明する。
【００３４】
　図１に示すように、本発明の第１の実施形態のナビゲーションシステムは、概略的に、
制御部２０２と記憶部２０６とを少なくとも備える経路探索サーバ２００、および、当該
経路探索サーバ２００にネットワーク３００を介して通信可能に接続された位置検出部１
１２と表示部１１４と音声出力部１１６と制御部１０２とを少なくとも備える端末装置１
００を備えて構成される。これらナビゲーションシステムの各部は任意の通信路を介して
通信可能に接続されている。
【００３５】
［経路探索サーバ２００の構成］
　ここで、図１において、経路探索サーバ２００は、端末装置１００から送信される経路
探索条件を満たす案内経路、当該案内経路に対応する案内地点および音声データを経路案
内データとして端末装置１００へ送信する等の機能を有する。経路探索サーバ２００は、
通信制御インターフェース部２０４を介してネットワーク３００を経由し、端末装置１０
０と相互に通信可能に接続されており、制御部２０２と記憶部２０６とを備えて構成され
る。制御部２０２は、各種処理を行う制御手段であり、経路探索等を行う。記憶部２０６
は、固定ディスク装置等のストレージ手段であり、各種のデータベースやテーブル（経路
探索情報ファイル２０６ａおよび案内地点ファイル２０６ｂ等）を格納する。
【００３６】
　これら記憶部２０６の各構成要素のうち、経路探索情報ファイル２０６ａは、制御部２
０２が、端末装置１００から受信した経路探索条件（例えば、出発地、目的地、出発時刻
、到着時刻、利用交通機関等）を満たす少なくとも１つの経路を作成する際に用いる、交
通機関の時刻表データと道路網データと利用料金データとを含む経路探索情報を記憶する
経路探索情報記憶手段である。ここで、経路探索情報ファイル２０６ａに記憶される時刻
表データは、例えば、電車、飛行機、バス、市電、ロープウェイ、モノレール、ケーブル
カー、船等の各交通機関の時刻表を表す数値情報等である。また、経路探索情報ファイル
２０６ａに記憶される道路網データは、徒歩、自転車、自動車、オートバイ等で移動する
場合の経路作成に用いる各種の道路等のマップの緯度経度情報や位置情報等である。また
、経路探索情報ファイル２０６ａに記憶される利用料金データは、例えば、電車、飛行機
、バス、市電、ロープウェイ、モノレール、ケーブルカー、船等の各交通機関を利用した
場合に生じる利用料金や、自動車、オートバイ等で移動する場合に消費する燃料料金等を
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表す数値情報等であり、制御部２０２が交通費を計算する際に用いてもよい。これら時刻
表データと道路網データと利用料金データは、経路探索情報ファイル２０６ａに予め記憶
されており、経路探索サーバ２００の制御部２０２は、定期的にネットワーク３００を介
して最新のデータをダウンロードして経路探索情報ファイル２０６ａに記憶された経路探
索情報をアップデートしてもよい。
【００３７】
　また、案内地点ファイル２０６ｂは、制御部２０２が、経路探索情報ファイル２０６ａ
に記憶された経路探索情報を用いて探索した案内経路に対応する案内地点および音声デー
タを経路案内データとして端末装置１００へ送信する際に用いる、案内経路上の各交差点
に設定された音声案内を実行する案内地点と、当該案内地点にて出力される音声データと
を対応付けて記憶する案内地点記憶手段である。ここで、案内地点ファイル２０６ｂは、
例えば、案内地点を示す座標データ等に対応付けられた「次の交差点を左に曲がります」
等の音声データを記憶しており、この音声データは、後述のように端末装置１００の制御
部１０２が音声案内を実行する際に用いられる。
【００３８】
　また、制御部２０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の制御プログラ
ムや、各種の処理手順等を規定したプログラム、および、所要データを格納するための内
部メモリを有する。そして、制御部２０２は、これらのプログラム等により、種々の処理
を実行するための情報処理を行う。制御部２０２は、機能概念的に、経路探索部２０２ａ
を備えて構成される。
【００３９】
　このうち、経路探索部２０２ａは、端末装置１００から送信される少なくとも出発地と
目的地とを含む経路探索条件を満たす出発地から目的地までの案内経路を、経路探索情報
ファイル２０６ａに記憶された経路探索情報を用いて探索し、探索した案内経路と、当該
案内経路に対応する案内地点ファイル２０６ｂに記憶された案内地点および音声データと
を、経路案内データとして端末装置１００へ送信する経路探索手段である。
【００４０】
［端末装置１００の構成］
　また、図１において、端末装置１００は、経路探索サーバ２００にアクセスし、経路探
索サーバ２００への経路探索条件の送信や経路探索データの受信を行い、また、受信した
経路探索データや位置検出部１１２にて検出した現在位置に基づいて、案内経路と現在位
置表示記号とを含む地図表示画面上に、案内地点のうち現在位置から直近の案内地点へ前
後の案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号、ならびに、進行方向表示矢
印記号上の現在位置から直近の案内地点を特定する音声案内箇所表示記号を、重畳させて
表示部１１４に表示し、音声案内箇所表示記号に対応する音声データを音声出力部１１６
を介して出力することにより音声案内を実行する等の機能を有する。端末装置１００は、
例えば、一般に市販されるデスクトップ型またはノート型のパーソナルコンピュータ等の
情報処理装置や、携帯電話やＰＨＳやＰＤＡ等の携帯端末装置などである。また、端末装
置１００は、リアルタイムに現在位置を反映させたナビゲーション案内を行えるよう、Ｇ
ＰＳ機能を有する位置検出部１１２を備えている。また、端末装置１００は、経路探索サ
ーバ２００から受信した経路探索データ等に基づいて描画した各種記号を含む地図表示画
面を表示する表示部１１４（例えば、液晶や有機ＥＬ等から構成されるディスプレイやモ
ニタ等）と、音声データを出力する音声出力部１１６（例えば、スピーカー）と、経路探
索サーバ２００へ送信する経路探索条件の入力を行う入力部（図示せず）（例えば、キー
入力部、タッチパネル、キーボード、マイク等）とを備えている。また、入出力制御イン
ターフェース部１０８は、位置検出部１１２、表示部１１４、音声出力部１１６、入力部
等の制御を行う。
【００４１】
　また、通信制御インターフェース部１０４は、通信回線や電話回線等に接続されるルー
タ等の通信装置（図示せず）に接続されるインターフェースであり、端末装置１００とネ
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ットワーク３００との間における通信制御を行う機能を有する。すなわち、通信制御イン
ターフェース部１０４は、端末装置１００や経路探索サーバ２００等の外部機器と通信回
線を介してデータを通信する機能を有している。また、ネットワーク３００は、端末装置
１００と経路探索サーバ２００等の外部機器とを相互に接続する機能を有し、例えば、イ
ンターネット、電話回線網（携帯端末回線網、一般電話回線網を含む。）、イントラネッ
ト等であってもよい。
【００４２】
　また、制御部１０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の制御プログラ
ムや、各種の処理手順等を規定したプログラム、および、所要データを格納するための内
部メモリを有する。そして、制御部１０２は、これらのプログラム等により、種々の処理
を実行するための情報処理を行う。制御部１０２は、機能概念的に、受信部１０２ａ、現
在位置取得部１０２ｂ、地図表示部１０２ｃ、矢印表示部１０２ｄ、案内地点表示部１０
２ｅ、音声案内出力部１０２ｆ、表示態様変更部１０２ｇ、および、音声出力態様変更部
１０２ｈを備えて構成される。
【００４３】
　このうち、受信部１０２ａは、経路探索サーバ２００から送信される経路案内データを
受信する受信手段である。
【００４４】
　また、現在位置取得部１０２ｂは、位置検出部１１２にて検出された当該端末装置１０
０の現在位置を取得する現在位置取得手段である。
【００４５】
　また、地図表示部１０２ｃは、受信部１０２ａにて受信した案内経路と、現在位置取得
部１０２ｂにて取得した現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を表示
部１１４に表示する地図表示手段である。
【００４６】
　また、矢印表示部１０２ｄは、受信部１０２ａにて受信した案内地点のうち現在位置か
ら直近の案内地点へ前後の案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、地
図表示画面に重畳させて表示部１１４に表示する矢印表示手段である。
【００４７】
　また、案内地点表示部１０２ｅは、進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの案内地点
を含む場合、矢印表示部１０２ｄにて表示した進行方向表示矢印記号上の現在位置から直
近の案内地点を特定する、音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を、地
図表示画面に重畳させて表示部１１４に表示する案内地点表示手段である。ここで、案内
地点表示部１０２ｅは、音声案内箇所表示記号を表示部１１４に表示する際、現在位置表
示記号および／または進行方向表示矢印記号と、当該音声案内箇所表示記号とが重ならな
いよう表示してもよい。
【００４８】
　また、音声案内出力部１０２ｆは、案内地点表示部１０２ｅにて表示した音声案内箇所
表示記号に対応する音声データを、音声出力部１１６を介して出力することにより、音声
案内を実行する音声案内出力手段である。
【００４９】
　また、表示態様変更部１０２ｇは、現在位置取得部１０２ｂにて取得した現在位置から
直近の案内地点までの距離が所定距離内にある場合、音声案内箇所表示記号の表示態様を
変更する表示態様変更手段である。ここで、表示態様変更部１０２ｇは、音声案内出力部
１０２ｆにて音声出力部１１６を介して音声案内を実行する際、音声案内箇所表示記号の
表示態様を変更してもよい。
【００５０】
　また、音声出力態様変更部１０２ｈは、音声案内出力部１０２ｆにて音声出力部１１６
を介して出力される音声データの音声出力態様を変更する音声出力態様変更手段である。
ここで、音声出力態様変更部１０２ｈは、表示態様変更部１０２ｇにて変更した音声案内
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箇所表示記号の表示態様に応じて、音声案内出力部１０２ｆにて音声出力部１１６を介し
て出力される音声データの音声出力態様を変更してもよい。
【００５１】
　以上で、第１の実施形態におけるナビゲーションシステムの構成の一例の説明を終える
。
【００５２】
［ナビゲーションシステムの処理］
　次に、このように構成された第１の実施形態におけるナビゲーションシステムの処理の
一例について、以下に図２～図４を参照して詳細に説明する。
【００５３】
　図２に示すように、まず、端末装置１００の制御部１０２は、ユーザにより入力部を介
して入力された少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を、経路探索サーバ２０
０へ送信する（ステップＳＡ－１）。
【００５４】
　そして、経路探索サーバ２００の経路探索部２０２ａは、制御部１０２の処理により端
末装置１００から送信される経路探索条件を満たす出発地から目的地までの案内経路を、
経路探索情報ファイル２０６ａに記憶された経路探索情報を用いて探索し、探索した案内
経路と、当該案内経路に対応する案内地点ファイル２０６ｂに記憶された案内地点および
音声データとを、経路案内データとして端末装置１００へ送信する（ステップＳＡ－２）
。
【００５５】
　そして、端末装置１００の受信部１０２ａは、経路探索部２０２ａの処理により経路探
索サーバ２００から送信される経路案内データを受信する（ステップＳＡ－３）。
【００５６】
　そして、現在位置取得部１０２ｂは、位置検出部１１２にて検出された当該端末装置１
００の現在位置を取得する（ステップＳＡ－４）。
【００５７】
　そして、地図表示部１０２ｃは、受信部１０２ａの処理により受信した案内経路と、現
在位置取得部１０２ｂの処理により取得した現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む
地図表示画面を表示部１１４に表示する（ステップＳＡ－５）。
【００５８】
　そして、矢印表示部１０２ｄは、受信部１０２ａの処理により受信した案内地点のうち
現在位置から直近の案内地点へ前後の案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印
記号を、地図表示画面に重畳させて表示部１１４に表示する（ステップＳＡ－６）。
【００５９】
　そして、案内地点表示部１０２ｅは、進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの案内地
点を含む場合、矢印表示部１０２ｄの処理により表示した進行方向表示矢印記号上の現在
位置から直近の案内地点を特定する、音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示
記号を、地図表示画面に重畳させて表示部１１４に表示する（ステップＳＡ－７）。ここ
で、案内地点表示部１０２ｅは、音声案内箇所表示記号を表示部１１４に表示する際、現
在位置表示記号および／または進行方向表示矢印記号と、当該音声案内箇所表示記号とが
重ならないよう表示してもよい。
【００６０】
　このように、経路案内が開始されると、ステップＳＡ－４において現在位置取得部１０
２ｂの処理によりＧＰＳ信号の現在位置を取得し、ステップＳＡ－５において現在位置と
案内経路とを含む地図表示画面を表示部１１４に表示させた上で、ステップＳＡ－６に進
み、最寄りの案内地点を取得する。そして、ステップＳＡ－６において表示領域内に含ま
れる、取得した最寄りの案内地点の進行方向表示矢印記号を編集し、矢印表示部１０２ｄ
の処理により、進行方向表示矢印記号を、案内地点を中心に前後所定距離をリンクに沿っ
て表示する。そして、ステップＳＡ－７において、案内地点表示部１０２ｅの処理により
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、進行方向表示矢印記号上の音声案内を行う箇所（すなわち、案内地点）に音声案内箇所
表示記号を表示する。こうして、ステップＳＡ－４～ＳＡ－７の処理を行うことにより、
表示部１１４に表示された地図表示画面を更新する。
【００６１】
　そして、制御部１０２は、現在位置表示記号の位置と音声案内箇所表示記号の位置とを
比較することにより、案内地点に到達したか否かを判定する（ステップＳＡ－８）。すな
わち、制御部１０２は、現在位置取得部１０２ｂの処理により取得した現在位置と最寄り
の案内地点とを比較し、現在位置が案内地点に到達したか否かを判定する。
【００６２】
　そして、制御部１０２は、ステップＳＡ－８において案内地点に到達していないと判定
された場合（ステップＳＡ－８：Ｎｏ）、現在位置表示記号の位置から音声案内箇所表示
記号の位置までの距離と、所定の閾値（例えば、３００ｍ、１００ｍ、５０ｍ等）とを比
較することにより、案内地点から所定距離内にあるか否かを判定する（ステップＳＡ－９
）。すなわち、制御部１０２は、現在位置が案内地点に到達していないと判定されると、
ステップＳＡ－９に進み、現在位置が案内地点から所定距離内に到達（音声案内地点に到
達）しているか否かを判定する。
【００６３】
　そして、音声案内出力部１０２ｆは、ステップＳＡ－９において制御部１０２により案
内地点から所定距離内にあると判定された場合（ステップＳＡ－９：Ｙｅｓ）、案内地点
表示部１０２ｅの処理により表示した音声案内箇所表示記号に対応する音声データを、音
声出力部１１６を介して出力することにより、音声案内を実行する（ステップＳＡ－１０
）。その後、ステップＳＡ－４の現在位置取得処理に戻る。すなわち、音声案内出力部１
０２ｆは、現在位置が案内地点から所定距離内に到達（音声案内地点に到達）したと判定
されると、ステップＳＡ－１０に進み、音声出力部１１６を介して音声データの音声出力
を行った後、ステップＳＡ－４に戻り現在位置を取得する。
【００６４】
　ここで、ステップＳＡ－１０において、表示態様変更部１０２ｇは、現在位置取得部１
０２ｂの処理により取得した現在位置から直近の案内地点までの距離が所定距離内にある
場合、音声案内箇所表示記号の表示態様（例えば、点滅、色、サイズ等）を変更してもよ
い。また、表示態様変更部１０２ｇは、音声案内出力部１０２ｆの処理により音声出力部
１１６を介して音声案内を実行する際、音声案内箇所表示記号の表示態様を変更してもよ
い。また、音声出力態様変更部１０２ｈは、音声案内出力部１０２ｆの処理により音声出
力部１１６を介して出力される音声データの音声出力態様（例えば、男性の声または女性
の声等）を変更してもよい。また、音声出力態様変更部１０２ｈは、表示態様変更部１０
２ｇの処理により変更した音声案内箇所表示記号の表示態様（例えば、男性キャラクター
または女性キャラクター等）に応じて、音声案内出力部１０２ｆの処理により音声出力部
１１６を介して出力される音声データの音声出力態様（例えば、男性の声または女性の声
等）を変更してもよい。
【００６５】
　一方、制御部１０２は、ステップＳＡ－９において案内地点から所定距離内にないと判
定された場合、ステップＳＡ－４の現在位置取得処理に戻る。すなわち、制御部１０２は
、現在位置が案内地点から所定距離内に到達（音声案内地点に到達）していないと判定さ
れると、ステップＳＡ－４に進み現在位置を取得する。
【００６６】
　ここで、ステップＳＡ－８に戻り、制御部１０２は、案内地点に到達していると判定さ
れた場合（ステップＳＡ－８：Ｙｅｓ）、現在位置表示記号の位置と目的地の位置とを比
較することにより、目的地に到着したか否かを判定する（ステップＳＡ－１１）。すなわ
ち、制御部１０２は、現在位置が案内地点に到達したと判定されると、ステップＳＡ－１
１に進み、現在位置が目的地に到達したか否かを判定する。
【００６７】
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　そして、制御部１０２は、ステップＳＡ－１１において目的地に到着していると判定さ
れた場合（ステップＳＡ－１１：Ｙｅｓ）、処理を終了する。すなわち、制御部１０２の
処理により現在位置が目的地に到達したと判定されると、処理は終了となる。
【００６８】
　一方、制御部１０２は、ステップＳＡ－１１において目的地に到着していないと判定さ
れた場合（ステップＳＡ－１１：Ｎｏ）、ステップＳＡ－４の現在位置取得処理に戻る。
すなわち、制御部１０２は、現在位置が目的地に到達していないと判定されると、ステッ
プＳＡ－４に戻り現在位置を取得する。
【００６９】
　ここで、図３および図４を参照し、本発明の端末装置１００の表示部１１４に表示され
た経路案内画面の一例と、本発明における音声案内箇所表示記号の表示形態の一例につい
て説明する。なお、図３および図４に示す一例は、本実施形態に限らず、他の実施形態に
おいても同様に適用できる。
【００７０】
　本発明の端末装置１００は、図３に示すような経路案内画面をユーザに対し表示させて
音声案内を行うことで経路案内を行っている。
【００７１】
　図３に示すように、端末装置１００の制御部１０２は、表示部１１４である表示画面上
に地図と、案内経路（図３中、黒太線で示した経路）と、経路案内文字情報（例えば、７
０ｍ先、左方向、目的地まで２．９ｋｍなど）とを表示している。ここで、経路案内に関
する経路案内データは、予め端末装置１００から送信した経路探索条件に従って作成され
、経路探索サーバ２００から受信したものである。また、経路案内データは、現在位置（
または出発地）から目的地までの案内経路を、地図データの道路上に対応させて配置した
複数のノード間をリンクでつないで表現した経路データと、経路データに設定された案内
地点と、案内地点にて出力される音声データとを含んでいる。
【００７２】
　ここで、案内地点とは、案内地点が設定されたノードから例えば所定距離内の地点に到
達した際に音声案内が行われるように設定されたものである。この音声案内が行われる対
象箇所は、例えば案内地点から３００ｍ、１００ｍ、５０ｍ離れた地点となるように段階
的に設定されてもよく、または、移動状態や道路種別に応じて任意に設定されてもよい。
【００７３】
　また、図３に示すように、端末装置１００の地図表示部１０２ｃの処理により、地図上
には現在位置表示記号が表示されており、例えば、現在位置取得部１０２ｂの処理により
所定時間ごとに位置検出部１１２にてＧＰＳ情報を受信し、地図表示部１０２ｃは、現在
位置を再表示する地図更新を行ってもよい。ここで、案内地点が表示部１１４の表示領域
内に含まれる場合には、端末装置１００は、現在位置の更新と同時に、表示態様変更部１
０２ｇに処理により、案内地点に関する所定の表示変更を行ってもよい。
【００７４】
　ここで、図３は、現在位置が進行方向変更に関する案内地点から所定距離内に到達した
場合について示している。端末装置１００は、矢印表示部１０２ｄの処理により、地図更
新と同時に案内地点の進行方向の変更を示す進行方向表示矢印記号を表示する。なお、図
３に示す進行方向表示矢印記号は、所定の長さを有しており、案内地点を中心に表示され
る。よって、図３に示すように現在の案内地点の他に、次の案内地点となる曲がり角を含
んで同じ進行方向表示矢印記号に表示されることも考えられる。ここで、所定の長さは、
進行方向表示矢印記号をユーザが視認可能なよう任意の長さに設定されてもよい。
【００７５】
　また、現在位置が案内地点から所定距離内に到達したと判定すると、予めサーバから受
信しておいた音声データを用いて音声案内を行う。音声案内を行う箇所については、案内
地点表示部１０２ｅの処理により、予め図３に示すように進行方向表示矢印記号上に音声
案内箇所表示記号を表示する。これによって、例えば、現在の案内地点の他に、次の案内
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地点となる曲がり角を含んで同じ進行方向表示矢印記号に表示され、進行方向表示矢印記
号が複雑な形状をしていても（例えば、次の案内地点を含んでいても）確実に音声案内の
対象箇所を示すことができ、ユーザがどの箇所の音声案内が実行されているかを誤解する
ことなく明確に知ることができるようになる。
【００７６】
　また、この進行方向表示矢印記号上に示された音声案内箇所表示記号は、例えば、点滅
や、色の変更、サイズの変更を行うことによりさらにユーザに音声案内が対象としている
案内地点を明確に伝えるため、音声案内を行う際にさらに表示態様を変更してもよい。
【００７７】
　また、制御部１０２の処理により進行方向表示矢印記号上に示した音声案内箇所表示記
号の表示態様は、図３に示すような例に限ることなく、例えば、図４（ａ）に示すような
進行方向表示矢印記号の近傍に音声案内箇所を示す吹き出し記号を表示してもよく、また
、また、図４（ｃ）に示すような進行方向表示矢印記号上の現在位置表示記号の近傍に音
声案内箇所を示す吹き出し記号を表示してもよい。また、図４（ｂ）に示すようなキャラ
クター（例えば、男性を示すキャラクター）を表示してもよく、また、図４（ｄ）に示す
ような別のキャラクター（例えば、女性を示すキャラクター）を表示してもよい。更に、
音声出力態様変更部１０２ｈは、一例として、図４（ｂ）の男性キャラクターの場合は、
男性の声の音声出力態様に変更してもよく、また、図４（ｄ）の女性キャラクターの場合
は、女性の声の音声出力態様に変更してもよい。
【００７８】
　以上で、第１の実施形態におけるナビゲーションシステムの処理の一例の説明を終える
。
【００７９】
［第２の実施形態］
　続いて、本発明の第２の実施形態（経路探索サーバ２００（サーバ主導型））について
、図５および図６を参照して以下に説明する。ここで、図５は、第２の実施形態における
経路探索サーバ２００の構成の一例を示すブロック図であり、該構成のうち本発明に関係
する部分のみを概念的に示している。また、図６は、第２の実施形態における経路探索サ
ーバ２００の処理の一例を示すフローチャートである。
【００８０】
　なお、第２の実施形態においては、経路探索サーバ２００にて端末装置１００の表示部
１１４の表示させるデータや音声出力部１１６に出力させるデータを生成し、これらのデ
ータを端末装置１００へ送信することにより、当該端末装置１００を表示部１１４と音声
出力部１１６として機能させている。また、第２の実施形態において、端末装置１００は
、経路探索サーバ２００からリアルタイムにナビゲーション案内を行えるよう、位置検出
部１１２にて検出された現在位置を示す位置情報を経路探索サーバ２００へ送信している
。このように、第２の実施形態は、経路探索サーバ２００にてサーバ主導で処理を行う点
がその他の実施形態と異なる。
【００８１】
［経路探索サーバ２００（サーバ主導型）の構成］
　まず、第２の実施形態における経路探索サーバ２００（サーバ主導型）の構成の一例に
ついて、図５を参照して以下に説明する。
【００８２】
　図５に示すように、本発明の第２の実施形態の経路探索サーバ２００は、位置検出部１
１２と表示部１１４と音声出力部１１６とを少なくとも備える端末装置１００にネットワ
ーク３００を介して通信可能に接続され、制御部２０２と記憶部２０６とを少なくとも備
えて構成される。これら経路探索サーバ２００および端末装置１００の各部は任意の通信
路を介して通信可能に接続されている。
【００８３】
　図５において、経路探索サーバ２００は、端末装置１００から送信される経路探索条件
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を満たす案内経路を探索し、案内経路と現在位置表示記号とを含む地図表示画面上に重畳
して表示する進行方向表示矢印記号と音声案内箇所表示記号とを生成し、生成した各種デ
ータを端末装置１００へ送信することにより表示部１１４に表示し、音声案内箇所表示記
号に対応する音声データを端末装置１００へ送信することにより音声出力部１１６を介し
て出力させる等の機能を有する。
【００８４】
　なお、経路探索サーバ２００における通信制御インターフェース部２０４および記憶部
２０６（経路探索情報ファイル２０６ａおよび案内地点ファイル２０６ｂ等）の機能、ま
た、端末装置１００における位置検出部１１２、表示部１１４、および、音声出力部１１
６の機能は、第１の実施形態と同様であるため説明を省略する。
【００８５】
　また、図５において、制御部２０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等
の制御プログラムや、各種の処理手順等を規定したプログラム、および、所要データを格
納するための内部メモリを有する。そして、制御部２０２は、これらのプログラム等によ
り、種々の処理を実行するための情報処理を行う。制御部２０２は、機能概念的に、経路
探索部２０２ａ、地図表示生成部２０２ｂ、矢印表示生成部２０２ｃ、案内地点表示生成
部２０２ｄ、表示制御部２０２ｅ、音声案内出力制御部２０２ｆ、表示態様変更制御部２
０２ｇ、および、音声出力態様変更制御部２０２ｈを備えて構成される。
【００８６】
　このうち、経路探索部２０２ａは、端末装置１００から送信される少なくとも出発地と
目的地とを含む経路探索条件を満たす出発地から目的地までの案内経路を、経路探索情報
ファイル２０６ａに記憶された経路探索情報を用いて探索する経路探索手段である。
【００８７】
　また、地図表示生成部２０２ｂは、経路探索部２０２ａにて探索した案内経路と、端末
装置１００の位置検出部１１２にて検出されて送信される現在位置を示す現在位置表示記
号と、を含む地図表示画面を生成する地図表示生成手段である。
【００８８】
　また、矢印表示生成部２０２ｃは、経路探索部２０２ａにて探索した案内経路に対応す
る案内地点ファイル２０６ｂに記憶された案内地点のうち、現在位置から直近の案内地点
へ前後の案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を生成する矢印表示生成
手段である。
【００８９】
　また、案内地点表示生成部２０２ｄは、進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの案内
地点を含む場合、矢印表示生成部２０２ｃにて生成した進行方向表示矢印記号上の現在位
置から直近の案内地点を特定する、音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記
号を生成する案内地点表示生成手段である。ここで、案内地点表示生成部２０２ｄは、音
声案内箇所表示記号を表示部１１４に表示する際、現在位置表示記号および／または進行
方向表示矢印記号と、当該音声案内箇所表示記号とが重ならないよう音声案内箇所表示記
号を生成してもよい。
【００９０】
　また、表示制御部２０２ｅは、地図表示生成部２０２ｂにて生成した地図表示画面、矢
印表示生成部２０２ｃにて生成した進行方向表示矢印記号、および、案内地点表示生成部
２０２ｄにて生成した音声案内箇所表示記号を、端末装置１００へ送信することにより、
進行方向表示矢印記号および音声案内箇所表示記号を地図表示画面に重畳させて端末装置
１００の表示部１１４に表示させる表示制御手段である。
【００９１】
　また、音声案内出力制御部２０２ｆは、案内地点表示生成部２０２ｄにて生成した音声
案内箇所表示記号に対応する案内地点ファイル２０６ｂに記憶された音声データを端末装
置１００へ送信することにより、当該音声データを端末装置１００の音声出力部１１６を
介して出力させて音声案内を実行させる音声案内出力制御手段である。
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【００９２】
　また、表示態様変更制御部２０２ｇは、端末装置１００の位置検出部１１２にて検出さ
れて送信される現在位置から直近の案内地点までの距離が所定距離内にある場合、音声案
内箇所表示記号の表示態様を変更させる指示情報を端末装置１００へ送信する表示態様変
更制御手段である。ここで、表示態様変更制御部２０２ｇは、音声案内出力制御部２０２
ｆにて端末装置１００の音声出力部１１６を介して音声案内を実行する際、音声案内箇所
表示記号の表示態様を変更させる指示情報を端末装置１００へ送信してもよい。
【００９３】
　また、音声出力態様変更制御部２０２ｈは、音声案内出力制御部２０２ｆにて端末装置
１００の音声出力部１１６を介して出力される音声データの音声出力態様を変更させる指
示情報を端末装置１００へ送信する音声出力態様変更制御手段である。ここで、音声出力
態様変更制御部２０２ｈは、表示態様変更制御部２０２ｇにて変更させた音声案内箇所表
示記号の表示態様に応じて、音声案内出力部１０２ｆにて端末装置１００の音声出力部１
１６を介して出力される音声データの音声出力態様を変更させる指示情報を端末装置１０
０へ送信してもよい。
【００９４】
　以上で、第２の実施形態における経路探索サーバ２００の構成の一例の説明を終える。
【００９５】
［経路探索サーバ２００（サーバ主導型）の処理］
　次に、このように構成された第２の実施形態における経路探索サーバ２００の処理の一
例について、以下に図６を参照して詳細に説明する。
【００９６】
　図６に示すように、まず、端末装置１００の制御部１０２は、ユーザにより入力部を介
して入力された少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を、経路探索サーバ２０
０へ送信する（ステップＳＢ－１）。
【００９７】
　そして、経路探索サーバ２００の経路探索部２０２ａは、制御部１０２の処理により端
末装置１００から送信される少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を満たす出
発地から目的地までの案内経路を、経路探索情報ファイル２０６ａに記憶された経路探索
情報を用いて探索する（ステップＳＢ－２）。
【００９８】
　そして、端末装置１００の制御部１０２は、位置検出部１１２にて検出された当該端末
装置１００の現在位置を経路探索サーバ２００へ送信する（ステップＳＢ－３）。
【００９９】
　そして、経路探索サーバ２００の地図表示生成部２０２ｂは、経路探索部２０２ａの処
理により探索した案内経路と、端末装置１００の制御部１０２の処理により位置検出部１
１２にて検出されて送信される現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面
を生成する（ステップＳＢ－４）。
【０１００】
　そして、経路探索サーバ２００の矢印表示生成部２０２ｃは、経路探索部２０２ａの処
理により探索した案内経路に対応する案内地点ファイル２０６ｂに記憶された案内地点の
うち、現在位置から直近の案内地点へ前後の案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表
示矢印記号を生成する（ステップＳＢ－５）。
【０１０１】
　そして、経路探索サーバ２００の案内地点表示生成部２０２ｄは、進行方向表示矢印記
号が少なくとも２つの案内地点を含む場合、矢印表示生成部２０２ｃの処理により生成し
た進行方向表示矢印記号上の現在位置から直近の案内地点を特定する、音声案内が実行さ
れることを示す音声案内箇所表示記号を生成する（ステップＳＢ－６）。ここで、案内地
点表示生成部２０２ｄは、音声案内箇所表示記号を表示部１１４に表示する際、現在位置
表示記号および／または進行方向表示矢印記号と、当該音声案内箇所表示記号とが重なら
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ないよう音声案内箇所表示記号を生成してもよい。
【０１０２】
　そして、経路探索サーバ２００の表示制御部２０２ｅは、地図表示生成部２０２ｂの処
理により生成した地図表示画面、矢印表示生成部２０２ｃの処理により生成した進行方向
表示矢印記号、および、案内地点表示生成部２０２ｄの処理により生成した音声案内箇所
表示記号を、端末装置１００へ送信することにより（ステップＳＢ－７）、進行方向表示
矢印記号および音声案内箇所表示記号を地図表示画面に重畳させて端末装置１００の表示
部１１４に表示させる（ステップＳＢ－８）。
【０１０３】
　そして、経路探索サーバ２００の制御部２０２は、現在位置表示記号の位置と音声案内
箇所表示記号の位置とを比較することにより、案内地点に到達したか否かを判定する（ス
テップＳＢ－９）。
【０１０４】
　そして、経路探索サーバ２００の制御部２０２は、ステップＳＢ－９において案内地点
に到達していないと判定された場合（ステップＳＢ－９：Ｎｏ）、現在位置表示記号の位
置から音声案内箇所表示記号の位置までの距離と、所定の閾値（例えば、３００ｍ、１０
０ｍ、５０ｍ等）とを比較することにより、案内地点から所定距離内にあるか否かを判定
する（ステップＳＢ－１０）。
【０１０５】
　そして、音声案内出力制御部２０２ｆは、ステップＳＢ－１０において制御部２０２に
より案内地点から所定距離内にあると判定された場合（ステップＳＢ－１０：Ｙｅｓ）、
案内地点表示生成部２０２ｄの処理により生成した音声案内箇所表示記号に対応する案内
地点ファイル２０６ｂに記憶された音声データを端末装置１００へ送信することにより（
ステップＳＢ－１１）、当該音声データを端末装置１００の音声出力部１１６を介して出
力させて音声案内を実行させる（ステップＳＢ－１２）。その後、ステップＳＢ－３の現
在位置取得処理に戻る。
【０１０６】
　ここで、ステップＳＢ－１１において、表示態様変更制御部２０２ｇは、端末装置１０
０の制御部１０２の処理により位置検出部１１２にて検出されて送信される現在位置から
直近の案内地点までの距離が所定距離内にある場合、音声案内箇所表示記号の表示態様（
例えば、点滅、色、サイズ等）を変更させる指示情報を端末装置１００へ送信してもよい
。また、表示態様変更制御部２０２ｇは、音声案内出力制御部２０２ｆの処理により端末
装置１００の音声出力部１１６を介して音声案内を実行する際、音声案内箇所表示記号の
表示態様を変更させる指示情報を端末装置１００へ送信してもよい。また、音声出力態様
変更制御部２０２ｈは、音声案内出力制御部２０２ｆの処理により端末装置１００の音声
出力部１１６を介して出力される音声データの音声出力態様（例えば、男性の声または女
性の声等）を変更させる指示情報を端末装置１００へ送信してもよい。また、音声出力態
様変更制御部２０２ｈは、表示態様変更制御部２０２ｇの処理により変更させた音声案内
箇所表示記号の表示態様（例えば、男性キャラクターまたは女性キャラクター等）に応じ
て、音声案内出力部１０２ｆにて端末装置１００の音声出力部１１６を介して出力される
音声データの音声出力態様（例えば、男性の声または女性の声等）を変更させる指示情報
を端末装置１００へ送信してもよい。
【０１０７】
　一方、経路探索サーバ２００の制御部２０２は、ステップＳＢ－１０において案内地点
から所定距離内にないと判定された場合、ステップＳＢ－３の現在位置取得処理に戻る。
【０１０８】
　ここで、ステップＳＢ－９に戻り、経路探索サーバ２００の制御部２０２は、案内地点
に到達していると判定された場合（ステップＳＢ－９：Ｙｅｓ）、現在位置表示記号の位
置と目的地の位置とを比較することにより、目的地に到着したか否かを判定する（ステッ
プＳＢ－１３）。
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【０１０９】
　そして、経路探索サーバ２００の制御部２０２は、ステップＳＢ－１３において目的地
に到着していると判定された場合（ステップＳＢ－１３：Ｙｅｓ）、処理を終了する。
【０１１０】
　一方、経路探索サーバ２００の制御部２０２は、ステップＳＢ－１３において目的地に
到着していないと判定された場合（ステップＳＢ－１３：Ｎｏ）、ステップＳＢ－３の現
在位置取得処理に戻る。
【０１１１】
　以上で、第２の実施形態における経路探索サーバ２００の処理の一例の説明を終える。
【０１１２】
［第３の実施形態］
　続いて、本発明の第３の実施形態（経路探索装置４００（スタンドアローン型））につ
いて、図７および図８を参照して以下に説明する。ここで、図７は、第３の実施形態にお
ける経路探索装置４００の構成の一例を示すブロック図であり、該構成のうち本発明に関
係する部分のみを概念的に示している。また、図８は、第３の実施形態における経路探索
装置４００の処理の一例を示すフローチャートである。
【０１１３】
　なお、第３の実施形態においては、全ての機能を経路探索装置４００に集約し、経路探
索サーバ２００に接続することなく、経路探索条件を満たす案内経路を探索し、案内経路
と現在位置表示記号とを含む地図表示画面上に進行方向表示矢印記号と音声案内箇所表示
記号とを重畳して表示部４１４に表示し、音声案内箇所表示記号に対応する音声データを
経路探索装置４００の音声出力部４１６を介して出力させている。このように、第３の実
施形態は、経路探索装置４００がスタンドアローン型に構成され単独で処理を行う点がそ
の他の実施形態と異なる。
【０１１４】
［経路探索装置４００（スタンドアローン型）の構成］
　まず、第３の実施形態における経路探索装置４００（スタンドアローン型）の構成の一
例について、図７を参照して以下に説明する。
【０１１５】
　図７に示すように、本発明の第３の実施形態の経路探索装置４００は、位置検出部４１
２と表示部４１４と音声出力部４１６と制御部４０２と記憶部４０６とを少なくとも備え
て構成される。これら経路探索装置４００の各部は任意の通信路を介して通信可能に接続
されている。
【０１１６】
　図７において、入出力制御インターフェース部４０８、位置検出部４１２、表示部４１
４、および、音声出力部４１６の各機能は、第１の実施形態と同様であるため説明を省略
する。また、記憶部４０６の各部（経路探索情報ファイル４０６ａおよび案内地点ファイ
ル４０６ｂ等）についても、経路探索サーバ２００ではなく経路探索装置４００に備えら
れている点を除き、各機能が第１の実施形態と同様であるため説明を省略する。
【０１１７】
　また、制御部４０２の各部（経路探索部４０２ａ～音声出力態様変更部４０２ｈ等）に
ついては、本実施形態の経路探索装置４００がスタンドアローン型であり、通信制御イン
ターフェース部を備えないため、制御部４０２が受信部を備えていない点を除き、各機能
は第１の実施形態と基本的に同様である。
【０１１８】
　また、図７において、制御部４０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等
の制御プログラムや、各種の処理手順等を規定したプログラム、および、所要データを格
納するための内部メモリを有する。そして、制御部４０２は、これらのプログラム等によ
り、種々の処理を実行するための情報処理を行う。制御部４０２は、機能概念的に、経路
探索部４０２ａ、現在位置取得部４０２ｂ、地図表示部４０２ｃ、矢印表示部４０２ｄ、



(28) JP 5129722 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

案内地点表示部４０２ｅ、音声案内出力部４０２ｆ、表示態様変更部４０２ｇ、および、
音声出力態様変更部４０２ｈを備えて構成される。
【０１１９】
　このうち、経路探索部４０２ａは、少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を
満たす出発地から目的地までの案内経路を、経路探索情報ファイル４０６ａに記憶された
経路探索情報を用いて探索する経路探索手段である。
【０１２０】
　また、現在位置取得部４０２ｂは、位置検出部４１２にて検出された当該経路端末装置
４００の現在位置を取得する現在位置取得手段である。
【０１２１】
　また、地図表示部４０２ｃは、経路探索部４０２ａにて探索した案内経路と、現在位置
取得部４０２ｂにて取得した現在位置を示す現在位置表示記号と、を含む地図表示画面を
表示部４１４に表示する地図表示手段である。
【０１２２】
　また、矢印表示部４０２ｄは、経路探索部４０２ａにて探索した案内経路に対応する案
内地点ファイル４０６ｂに記憶された案内地点のうち、現在位置から直近の案内地点へ前
後の案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示矢印記号を、地図表示画面に重畳させ
て表示部４１４に表示する矢印表示手段である。
【０１２３】
　また、案内地点表示部４０２ｅは、進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの案内地点
を含む場合、矢印表示部４０２ｄにて表示した進行方向表示矢印記号上の現在位置から直
近の案内地点を特定する、音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示記号を、地
図表示画面に重畳させて表示部４１４に表示する案内地点表示手段である。ここで、案内
地点表示部４０２ｅは、音声案内箇所表示記号を表示部４１４に表示する際、現在位置表
示記号および／または進行方向表示矢印記号と、当該音声案内箇所表示記号とが重ならな
いよう表示してもよい。
【０１２４】
　また、音声案内出力部４０２ｆは、案内地点表示部４０２ｅにて表示した音声案内箇所
表示記号に対応する案内地点ファイル４０６ｂに記憶された音声データを、音声出力部４
１６を介して出力することにより、音声案内を実行する音声案内出力手段である。
【０１２５】
　また、表示態様変更部４０２ｇは、現在位置取得部４０２ｂにて取得した現在位置から
直近の案内地点までの距離が所定距離内にある場合、音声案内箇所表示記号の表示態様を
変更する表示態様変更手段である。ここで、表示態様変更部４０２ｇは、音声案内出力部
４０２ｆにて音声出力部４１６を介して音声案内を実行する際、音声案内箇所表示記号の
表示態様を変更してもよい。
【０１２６】
　また、音声出力態様変更部４０２ｈは、音声案内出力部４０２ｆにて音声出力部４１６
を介して出力される音声データの音声出力態様を変更する音声出力態様変更手段である。
ここで、音声出力態様変更部４０２ｈは、表示態様変更部４０２ｇにて変更した音声案内
箇所表示記号の表示態様に応じて、音声案内出力部４０２ｆにて音声出力部４１６を介し
て出力される音声データの音声出力態様を変更してもよい。
【０１２７】
　以上で、第３の実施形態における経路探索装置４００の構成の一例の説明を終える。
【０１２８】
［経路探索装置４００（スタンドアローン型）の処理］
　次に、このように構成された第３の実施形態における経路探索装置４００の処理の一例
について、以下に図８を参照して詳細に説明する。
【０１２９】
　図８に示すように、まず、経路探索装置４００の制御部４０２は、ユーザにより入力部
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を介して入力された少なくとも出発地と目的地とを含む経路探索条件を取得する（ステッ
プＳＣ－１）。
【０１３０】
　そして、経路探索部４０２ａは、制御部４０２の処理により取得された少なくとも出発
地と目的地とを含む経路探索条件を満たす出発地から目的地までの案内経路を、経路探索
情報ファイル４０６ａに記憶された経路探索情報を用いて探索する（ステップＳＣ－２）
。
【０１３１】
　そして、現在位置取得部４０２ｂは、位置検出部４１２にて検出された当該経路探索装
置４００の現在位置を取得する（ステップＳＣ－３）。
【０１３２】
　そして、地図表示部４０２ｃは、経路探索部４０２ａの処理により探索した案内経路と
、現在位置取得部４０２ｂの処理により取得した現在位置を示す現在位置表示記号と、を
含む地図表示画面を表示部４１４に表示する（ステップＳＣ－４）。
【０１３３】
　そして、矢印表示部４０２ｄは、経路探索部４０２ａの処理により探索した案内地点の
うち現在位置から直近の案内地点へ前後の案内経路に沿って進行方向を示す進行方向表示
矢印記号を、地図表示画面に重畳させて表示部４１４に表示する（ステップＳＣ－５）。
【０１３４】
　そして、案内地点表示部４０２ｅは、進行方向表示矢印記号が少なくとも２つの案内地
点を含む場合、矢印表示部４０２ｄの処理により表示した進行方向表示矢印記号上の現在
位置から直近の案内地点を特定する、音声案内が実行されることを示す音声案内箇所表示
記号を、地図表示画面に重畳させて表示部４１４に表示する（ステップＳＣ－６）。ここ
で、案内地点表示部４０２ｅは、音声案内箇所表示記号を表示部４１４に表示する際、現
在位置表示記号および／または進行方向表示矢印記号と、当該音声案内箇所表示記号とが
重ならないよう表示してもよい。
【０１３５】
　そして、制御部４０２は、現在位置表示記号の位置と音声案内箇所表示記号の位置とを
比較することにより、案内地点に到達したか否かを判定する（ステップＳＣ－７）。
【０１３６】
　そして、制御部４０２は、ステップＳＣ－７において案内地点に到達していないと判定
された場合（ステップＳＣ－７：Ｎｏ）、現在位置表示記号の位置から音声案内箇所表示
記号の位置までの距離と、所定の閾値（例えば、３００ｍ、１００ｍ、５０ｍ等）とを比
較することにより、案内地点から所定距離内にあるか否かを判定する（ステップＳＣ－８
）。
【０１３７】
　そして、音声案内出力部４０２ｆは、ステップＳＣ－８において制御部４０２により案
内地点から所定距離内にあると判定された場合（ステップＳＣ－８：Ｙｅｓ）、案内地点
表示部４０２ｅの処理により表示した音声案内箇所表示記号に対応する音声データを、音
声出力部４１６を介して出力することにより、音声案内を実行する（ステップＳＣ－９）
。その後、ステップＳＣ－３の現在位置取得処理に戻る。
【０１３８】
　ここで、ステップＳＣ－９において、表示態様変更部４０２ｇは、現在位置取得部４０
２ｂの処理により取得した現在位置から直近の案内地点までの距離が所定距離内にある場
合、音声案内箇所表示記号の表示態様（例えば、点滅、色、サイズ等）を変更してもよい
。また、表示態様変更部４０２ｇは、音声案内出力部４０２ｆの処理により音声出力部４
１６を介して音声案内を実行する際、音声案内箇所表示記号の表示態様を変更してもよい
。また、音声出力態様変更部４０２ｈは、音声案内出力部４０２ｆの処理により音声出力
部４１６を介して出力される音声データの音声出力態様（例えば、男性の声または女性の
声等）を変更してもよい。また、音声出力態様変更部４０２ｈは、表示態様変更部４０２
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ｇの処理により変更した音声案内箇所表示記号の表示態様（例えば、男性キャラクターま
たは女性キャラクター等）に応じて、音声案内出力部４０２ｆの処理により音声出力部４
１６を介して出力される音声データの音声出力態様（例えば、男性の声または女性の声等
）を変更してもよい。
【０１３９】
　一方、制御部４０２は、ステップＳＣ－８において案内地点から所定距離内にないと判
定された場合、ステップＳＣ－３の現在位置取得処理に戻る。
【０１４０】
　ここで、ステップＳＣ－７に戻り、制御部４０２は、案内地点に到達していると判定さ
れた場合（ステップＳＣ－７：Ｙｅｓ）、現在位置表示記号の位置と目的地の位置とを比
較することにより、目的地に到着したか否かを判定する（ステップＳＣ－１０）。
【０１４１】
　そして、制御部４０２は、ステップＳＣ－１０において目的地に到着していると判定さ
れた場合（ステップＳＣ－１０：Ｙｅｓ）、処理を終了する。
【０１４２】
　一方、制御部４０２は、ステップＳＣ－１０において目的地に到着していないと判定さ
れた場合（ステップＳＣ－１０：Ｎｏ）、ステップＳＣ－３の現在位置取得処理に戻る。
【０１４３】
　以上で、第３の実施形態における経路探索装置４００の処理の一例の説明を終える。
【０１４４】
［他の実施の形態］
　さて、これまで本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上述した実施の形
態以外にも、上記特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実
施の形態にて実施されてよいものである。
【０１４５】
　また、実施の形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明し
た処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものと
して説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。
【０１４６】
　このほか、上記文献中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登
録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、
特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１４７】
　また、端末装置１００、経路探索サーバ２００、および、経路探索装置４００に関して
、図示の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されて
いることを要しない。
【０１４８】
　例えば、端末装置１００、経路探索サーバ２００、および、経路探索装置４００の各装
置が備える処理機能、特に制御部１０２、制御部２０２、および、制御部４０２にて行わ
れる各処理機能については、その全部または任意の一部を、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）および当該ＣＰＵにて解釈実行されるプログラムにて実
現することができ、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現するこ
とも可能である。尚、プログラムは、後述する記録媒体に記録されており、必要に応じて
端末装置１００、経路探索サーバ２００、および、経路探索装置４００に機械的に読み取
られる。すなわち、ＲＯＭまたはＨＤなどの記憶部２０６および記憶部４０６などは、Ｏ
Ｓ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）として協働してＣＰＵに命令を与え、各種処理
を行うためのコンピュータプログラムが記録されている。このコンピュータプログラムは
、ＲＡＭにロードされることによって実行され、ＣＰＵと協働して制御部を構成する。
【０１４９】
　また、このコンピュータプログラムは、端末装置１００、経路探索サーバ２００、およ
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び、経路探索装置４００に対して任意のネットワーク３００を介して接続されたアプリケ
ーションプログラムサーバに記憶されていてもよく、必要に応じてその全部または一部を
ダウンロードすることも可能である。
【０１５０】
　また、本発明に係るプログラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納するこ
ともできる。ここで、この「記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、
ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等の任意の「可搬用の
物理媒体」、あるいは、ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットに代表されるネットワークを介
してプログラムを送信する場合の通信回線や搬送波のように、短期にプログラムを保持す
る「通信媒体」を含むものとする。
【０１５１】
　また、「プログラム」とは、任意の言語や記述方法にて記述されたデータ処理方法であ
り、ソースコードやバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずし
も単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成さ
れるものや、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）に代表される別個のプログラム
と協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施の形態に示した各装置において
記録媒体を読み取るための具体的な構成、読み取り手順、あるいは、読み取り後のインス
トール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。
【０１５２】
　記憶部２０６および記憶部４０６に格納される各種のデータベース等（経路探索情報フ
ァイル２０６ａ，４０６ａおよび案内地点ファイル２０６ｂ，４０６ｂ等）は、ＲＡＭ、
ＲＯＭ等のメモリ装置、ハードディスク等の固定ディスク装置、フレキシブルディスク、
光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理やウェブサイト提供に用いる各種のプロ
グラムやテーブルやデータベースやウェブページ用ファイル等を格納する。
【０１５３】
　また、端末装置１００、経路探索サーバ２００、および、経路探索装置４００は、既知
のパーソナルコンピュータ、ワークステーション等の情報処理装置を接続し、該情報処理
装置に本発明の方法を実現させるソフトウェア（プログラム、データ等を含む）を実装す
ることにより実現してもよい。
【０１５４】
　更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部
を、各種の付加等に応じて、または、機能負荷に応じて、任意の単位で機能的または物理
的に分散・統合して構成することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１５５】
　以上詳述したように、本発明によれば、音声による経路案内を良好に行うことができる
ナビゲーションシステム、端末装置、経路探索サーバ、経路探索装置、および、経路探索
方法を提供することができるので、経路探索を支援する情報機器や情報処理分野などの様
々な分野において極めて有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１５６】
【図１】第１の実施形態におけるナビゲーションシステムの構成の一例を示すブロック図
である。
【図２】第１の実施形態におけるナビゲーションシステムの処理の一例を示すフローチャ
ートである。
【図３】本発明の端末装置１００の表示部１１４に表示された経路案内画面の一例を示す
図である。
【図４】本発明における音声案内箇所表示記号の表示形態の一例を示す図である。
【図５】第２の実施形態における経路探索サーバ２００の構成の一例を示すブロック図で
ある。



(32) JP 5129722 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

【図６】第２の実施形態における経路探索サーバ２００の処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図７】第３の実施形態における経路探索装置４００の構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図８】第３の実施形態における経路探索装置４００の処理の一例を示すフローチャート
である。
【符号の説明】
【０１５７】
１００　端末装置
　　　　１０２　制御部
　　　　　　　　１０２ａ　受信部
　　　　　　　　１０２ｂ　現在位置取得部
　　　　　　　　１０２ｃ　地図表示部
　　　　　　　　１０２ｄ　矢印表示部
　　　　　　　　１０２ｅ　案内地点表示部
　　　　　　　　１０２ｆ　音声案内出力部
　　　　　　　　１０２ｇ　表示態様変更部
　　　　　　　　１０２ｈ　音声出力態様変更部
　　　　１０４　通信制御インターフェース部
　　　　１０８　入出力制御インターフェース部
　　　　１１２　位置検出部
　　　　１１４　表示部
　　　　１１６　音声出力部
２００　経路探索サーバ（サーバ主導型）
　　　　２０２　制御部
　　　　　　　　２０２ａ　経路探索部
　　　　　　　　２０２ｂ　地図表示生成部
　　　　　　　　２０２ｃ　矢印表示生成部
　　　　　　　　２０２ｄ　案内地点表示生成部
　　　　　　　　２０２ｅ　表示制御部
　　　　　　　　２０２ｆ　音声案内出力制御部
　　　　　　　　２０２ｇ　表示態様変更制御部
　　　　　　　　２０２ｈ　音声出力態様変更制御部
　　　　２０４　通信制御インターフェース部
　　　　２０６　記憶部
　　　　　　　　２０６ａ　経路探索情報ファイル
　　　　　　　　２０６ｂ　案内地点ファイル
３００　ネットワーク
４００　経路探索装置（スタンドアローン型）
　　　　４０２　制御部
　　　　　　　　４０２ａ　経路探索部
　　　　　　　　４０２ｂ　現在位置取得部
　　　　　　　　４０２ｃ　地図表示部
　　　　　　　　４０２ｄ　矢印表示部
　　　　　　　　４０２ｅ　案内地点表示部
　　　　　　　　４０２ｆ　音声案内出力部
　　　　　　　　４０２ｇ　表示態様変更部
　　　　　　　　４０２ｈ　音声出力態様変更部
　　　　４０６　記憶部
　　　　　　　　４０６ａ　経路探索情報ファイル



(33) JP 5129722 B2 2013.1.30

　　　　　　　　４０６ｂ　案内地点ファイル
　　　　４０８　入出力制御インターフェース部
　　　　４１２　位置検出部
　　　　４１４　表示部
　　　　４１６　音声出力部

【図１】 【図２】
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